
広報たぶせNo.984３

田布施町庁舎耐震改修等工事のお知らせ
問総務企画課 総務係　☎ 52-5802

◇規制期間
　８月20日（月）～ 平成31年３月31日（日）
◇規制内容
　工事のため、本庁舎周辺に仮囲いを設置します。
　設置に伴い、駐車スペースが縮小し、裏玄関の出

入口が閉鎖となります。
　来庁される人は、正面玄関をご利用ください。

　田布施町役場の庁舎耐震改修等工事の開始によ
り、裏玄関からの出入りおよび駐車場の一部が利用
できません。この耐震改修等工事は、仮庁舎を建設
せず、通常の業務を行う中での施工となります。
　この工事では、耐震改修と合わせ、エレベーター
の新設やバリアフリー対策、外壁改修、防水・塗装
工事などを行います。工事期間中、ご迷惑をおかけ
しますが、ご理解とご協力をお願いします。
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◇工事に伴う規制箇所図

【　裏玄関　】
出入りできません 【　正面玄関　】

こちらをご利用ください

役場本庁舎

工場車両の出入り口の
ため駐車できません

仮囲い

仮囲い


